
 

グループホーム『たらみ』重要事項説明書 

 

年  月  日 

 

運営方針 

  家庭的な雰囲気と、慣れ親しんできた生活にできるだけ近い環境の中で、少人数（９人）の認知症

高齢者が、共同入居者、介護従事者と共に生活することで、リハビリへとつながり認知症の進行を緩和

させ、家族、地域また、新たに共同していく人達と、親しみのある人間関係を築きながら、快適な生活

が送れるよう、常に取り組んでいきます。本事業の社会的意義と責任を深く認識し、サービスの質の評

価を行い、その都度、改善を図りながらご利用に対してその権利を尊重し、礼節と尊敬をもって接する

よう努めます。 

 

 

ホーム概要 

 １）事業主体名    有限会社ムツミサプライ 

 ２）ホーム名     グループホーム たらみ 

 ３）開設年月日    平成１５年４月１日 

 ４）所在地      長崎県諫早市多良見町化屋１２３５（丸尾） 

 ５）電話番号     ０９５７－４３－１６８２  

   FAX番号     ０９５７－４３－６８５６ 

 ６）代表者名      松本 晋 

 ７）介護保険指定番号 ４２７１１０１９０１ 

 ８）敷地面積     ２４８２．３４㎡  

   建物面積      ５６２．５１㎡ 

   居室面積      約１１㎡（約８．２畳） 

      

 

提携医療機関 

   協力病院     医療法人社団淳生会 慈恵病院 

   協力歯科医療機関 かわい歯科クリニック 

 

 

入居定員数 

   ユニット数  ２ユニット  計１８名 

           （１ユニット当たり定員 ９名） 

 

 

 

 

 

 



入居者の概要 

 （入居にあたっての条件） 

① 要支援２以上の被認定者であり、医師の診断書等で認知症の状態であること 

② 少人数による共同生活を営むことに支障のない方 

③ 自傷他害の恐れがない方 

④ 本契約書に定めることを承認し、事業所の運営方針に賛同できる方 

 

 （退去にあたっての条件） 

① 要介護認定により、自立または要支援１と判定された場合 

② 利用者が医療機関での入院治療が必要になった場合 

③ 伝染病疾患により他利用者に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認めた場合 

④ 契約者による利用料等を正当な理由なく支払われない場合 

  

利用料金 （３０日/１割負担の場合） 

① 介護保険報酬 要支援 ２     ２２，４７０円（ ７４９円／日） 

         要介護 １     ２２，５９０円（ ７５３円／日） 

         要介護 ２     ２３，６４０円（ ７８８円／日） 

         要介護 ３     ２４，３６０円（ ８１２円／日） 

         要介護 ４          ２４，８４０円（ ８２８円／日） 

         要介護 ５     ２５，３５０円（ ８４５円／日） 

     医療連携体制加算Ⅰ   １，１１０円（   ３７円／日） 

         協力医療機関連携加算   １００円（月額） 

      サービス提供体制強化加算Ⅰ６６０円（  ２２円／日） 

      口腔衛生管理体制加算      ３０円（月額） 

      科学的介護推進体制加算   ４０円（月額） 

      口腔・栄養スクリーニング加算２０円（６ヶ月毎に一回） 

      看取り介護加算 

    死亡日４５日前～３１日前  （    ７２円／円） 

   死亡日３０日前～４日前    （  １４４円／日） 

   死亡日前々日～前日     （  ６８０円／日） 

   死亡日                      （ １,２８０円／日） 

    初期加算        ９００円（  ３０円／日） 

            ※入居後３０日間に限って初期加算がかります。 

          介護職員等処遇改善加算Ⅰ（基本料金+各種加算）×18.6％ 

 退院時情報提供加算  ２５０円／回（医療関係への退居者） 

 新興感染症等施設療養費 ２４０円／日 

                     ※厚生労働大臣が定める感染症（連続5日を限度） 

    ② 居 室 費            ３９，０００円（１，３００円／日） 

  ③ 食 材 費            ３９，０００円（１，３００円／日） 

  ④ 水道光熱費            １８，０００円（  ６００円／日） 

  

 



その他、以下の料金は実費となります。 

  ① オムツ代 

  ② 理美容代 

  ③ 買い物代 

  ④ 日常生活用品代（個人分） 

  ⑤ 医師の往診等療養上必要な物の代金 

  ⑥ 居室に電気製品を持ち込まれた場合は、１個につき１０円（日額） 

    ⑦ 娯楽施設等の利用料金、及びレクリェーション、その他生活サービスの代金 

    ⑧  入居・退居時の引っ越し費用 

  

 

苦情の受付 

１） 当ホームにおける苦情の受付 

 ① 当ホームにおける苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。 

    ＜苦情受付窓口＞  

       説明相談担当者   管理者・計画作成担当者 

       受付時間      ２４時間 ３６５日 

  ② 家族のご意見箱をホーム内に設置してありますので、ご気軽にご意見をお聞かせください。 

２） 行政機関その他苦情受付機関 

   各市町村介護保険担当課及び下記へお問い合わせ下さい。 

    運営適正化委員会事務局  ＴＥＬ ０９５－８４２－６４１０ 

                 ＦＡＸ ０９５－８４２－６７４０ 

    国民健康保険団体連合会 苦情処理専用電話 ＴＥＬ ０９５－８２６－１５９９ 

    諫早市役所 介護保険課  ＴＥＬ ０９５７－２２－１５００ 

 

緊急時の対応 

 サービスの提供を行っているときに入居者に病状の急変が生じた場合やその他の必要と判断した場合

は、速やかに主治医又は協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置をとる。 

 

 

事故発生時の対応 

  利用者が、当ホームが提供する介護サービスにあたって事故が生じた場合は、 

  速やかに利用者及び御家族が指定する連絡先等に連絡を行うとともに、管理者 

  を中心に必要な措置をとる。 

 

 

職員体制 

  管理者           

  看護師           

  介護支援専門員       

  介護従事者  常勤     

         非常勤     



勤務体制 

  昼間体制   各１ユニット 

常勤・非常勤   ２～３人  日勤  ８：００～１７：００ 

               早出  ７：００～１７：００ 

       遅出  ９：００～１８：００ 

                     ９：３０～１８：３０ 

  夜間体制   各１ユニット 

           １人    夜勤 １７：００～ ９：００ 

 

サービス内容 

① 入浴、排泄、食事、着替え等の介護 

② 日常生活の中での機能訓練 

③ 日常生活上の世話 

④ 相談、援助          等 

 

重症化した場合における対応 

 急性期における医師や医療機関との連携体制については、当グループホームは協力医療機関である慈

恵病院との連携により、365日 24 時間の連絡体制を確保して必要に応じ 

健康上の管理等に対応することができる体制をとっている。 

 

入院期間中における当ホームの居住費や食費の取扱いについては、医師と相談により、早期退院の見込

みがある場合は、居室の確保のための居室料のみいただきます。食費については実食のみ算定し、入院

期間中はいただきません。 

 

看取りについては、本人及び家族の意向を出来る限り尊重し、主治医とも相談の上、医療機関での対応

の必要性が薄いと判断された利用者につき、当ホームの管理者及び看護師を中心に利用者または家族の

支えともなり得るよう、身体的・精神的支援に努めます。その場合、医師からの説明を受ける場を設け、

ご家族の同意を得られることを条件とします。 

 

身体の拘束等について 

 当ホームは、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。ただし、自傷や他害の恐れがある等緊

急やむを得ない場合は管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行う

ことがあります。この場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なか

った理由を記録することとします。 

 

個人情報について 

 利用者及びその家族の個人情報は、当ホームにおけるサービス会議等以外には利用しません。また、

従業者は業務上知り得た家族の個人情報を保持します。従業者の退職後においても、これらの秘密を保

持するべき旨を就業規則の内容とします。 

 

※  この重要事項説明書は、厚生省令第３９号第４条の規定に基づき、入居申込者 

  又は、その家族への重要事項説明のため作成したものです。 


